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(57)【要約】
【課題】堅牢性を備えるとともに情報表示片を容易かつ
綺麗に切り離すことが可能な包装箱を提供する。
【解決手段】包装箱１０は、筒体を構成する４つの側面
板（第１側面板１１、正面板１２、第２側面板１３、及
び背面板１４）と、２つの端面板（第１端面板１５（天
面板）及び第２端面板１６（底面板））とを備える。包
装箱１０は、少なくとも何れかの側面板の面内に情報表
示片７０となる略矩形状の領域が設けられ、上記領域の
第１の辺７１は折曲線（山折線４１）に沿って設けられ
、当該第１の辺７１に沿って第１の破断線が形成され、
第１の辺７１に対向する第２の辺７２に第２の破断線が
形成され、上記領域の裏面側に、第１の辺７１に沿って
第１の切り込み線９１が、第２の辺７２に沿って第２の
切り込み線９２が、夫々形成され、上記領域の他の２辺
に相当する部分に破断線が形成されている。
【選択図】図７



(2) JP 2017-13859 A 2017.1.19

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　４つの側面板と、前記４つの側面板により構成される筒体の各端面に設けられる２つの
端面板と、を備えて構成される略直方体状の包装箱であって、
　ブランクを組み立てることにより構成され、
　前記ブランクは、互いに平行に設けられた折曲線を介して連接された前記４つの側面板
と、前記４つの側面板の連接方向の一端に前記折曲線に平行な折曲線を介して延設された
接続片とを有し、
　前記筒体は、前記ブランクを前記折曲線において折り曲げるとともに前記接続片を前記
４つの側面板の連接方向の他端の前記側面板に接着し、前記ブランクを立体的に立ち上げ
ることにより構成され、
　少なくとも何れかの前記側面板の面内に情報表示片となる略矩形状の領域が設けられ、
　前記領域の第１の辺は、当該領域が設けられている前記側面板の前記折曲線の近傍に当
該折曲線に沿って設けられ、
　前記第１の辺に相当する部分に当該第１の辺に沿って第１の破断線が形成され、
　前記領域の、前記第１の辺に対向する第２の辺に相当する部分に当該第２の辺に沿って
第２の破断線が形成され、
　前記領域の裏面側に、前記第１の辺の近傍に当該第１の辺に沿って第１の切り込み線が
、前記第２の辺の近傍に当該第２の辺に沿って第２の切り込み線が、夫々形成され、前記
第１の切り込み線及び前記第２の切り込み線は、いずれも前記ブランクの厚みの一部を残
して切り込まれ、
　前記領域の、前記第１の辺又は前記第２の辺と垂直な他の２辺に相当する部分に、当該
他の２辺の夫々に沿って破断線が形成されている
　ことを特徴とする包装箱。
【請求項２】
　請求項１に記載の包装箱であって、
　前記領域が形成されている前記側面板の面内に、前記領域の前記第１の辺又は前記第２
の辺と垂直な他の一辺に隣接して、外部から押圧することにより破断する破断部が形成さ
れている
　ことを特徴とする包装箱。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の包装箱であって、
　前記第１の破断線は、ミシン目、前記ブランクの厚みの一部を残して切り込んだ切り込
み線、前記ブランクの厚みの一部を残して切り込んだつなぎ部分を有する切り込み線、及
びつなぎ部分を有する切り込み線、のうちのいずれかである
　ことを特徴とする包装箱。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一項に記載の包装箱であって、
　前記第２の破断線は、ミシン目、前記ブランクの厚みの一部を残して切り込んだ切り込
み線、前記ブランクの厚みの一部を残して切り込んだつなぎ部分を有する切り込み線、及
びつなぎ部分を有する切り込み線、のうちのいずれかである
　ことを特徴とする包装箱。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一項に記載の包装箱であって、
　前記領域の、前記第１の辺又は前記第２の辺と垂直な前記他の２辺に相当する部分に形
成される前記破断線は、ミシン目又はつなぎ部分を有する切り込み線である
　ことを特徴とする包装箱。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　この発明は、情報表示片の切り離しが可能な包装箱に関し、とくに堅牢性を備えるとと
もに情報表示片の容易かつ綺麗な切り離しを可能とする技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、食品、医薬品等の説明文を多く記載しなければならない商品で保管し
たい情報を部分的に簡単に切り取り保管できる表示パネル付き易開封性カートンに関して
記載されている。上記カートンは、後パネル、側パネル、前パネル、側パネル、表示パネ
ルが折れ線を介して折り曲げ可能に連設され、後パネルの上辺には天下パネルが、下辺に
は底下辺が折れ線を介して折り曲げ可能に連設され、前パネルの上辺には天パネルが、下
辺には底パネルが折れ線を介して折り曲げ可能に連設され、両側パネルの上辺および下辺
には折り込み片がそれぞれ折れ線を介して折り曲げ可能に連設されたブランクを組み立て
て構成され、後パネルの表示パネルを重ね合わせた領域に切り取り手段により切り取り可
能な切り取り部を設け、後パネルの表示パネルを重ね合わせた領域の切り取り部以外の領
域で後パネルに表示パネルを部分的に接着して重ね合わせて構成される、と記載されてい
る。
【０００３】
　特許文献２には、情報カードを切取ることができる包装容器に関して記載されている。
上記包装容器は、複数の面から成り、包装容器の複数の面のうち少なくとも一面が外側片
及び内側片から成る二重構造であり、外側片には、第一情報が印刷されたカード状部が切
除部を介して切除可能に構成され、内側片には、カード状部によって覆われる部分に第二
情報が印刷され、外側片の裏面には接着剤が塗布されるとともに内側片の前記第二情報の
表面には透明の剥離剤が塗布されることにより、内側片の第二情報の表面において、カー
ド状部が内側片から剥離可能に構成され、カード状部の表面には、外部印字装置によって
印字さる印字スペースを有し、印字スペースの側端部は、容器側面から１０．０ｍｍ以内
の位置に配置される、と記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－１５４５３０号公報
【特許文献２】特開２０１４－１０８８１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１乃至特許文献２に記載されているカートンや包装容器（以下、包装箱と総称
する。）のように、包装箱に表示パネルや情報カード（以下、情報表示片と総称する。）
を切り離し可能に設ける場合は、情報表示片を容易かつ綺麗に包装箱から切り離すことが
できるとともに、製造時や搬送時等における包装箱の堅牢性を確保する必要がある。また
包装箱に情報表示片を設ける場合は、情報表示片に印字を行う際の制約（印字装置の印字
可能範囲に基づく制約）を考慮する必要もある。
【０００６】
　本発明はこうした背景に鑑みてなされたもので、堅牢性を備えるとともに情報表示片を
容易かつ綺麗に切り離すことが可能な包装箱を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するための本発明の一つは、４つの側面板と、前記４つの側面板により
構成される筒体の各端面に設けられる２つの端面板と、を備えて構成される略直方体状の
包装箱であって、ブランクを組み立てることにより構成され、前記ブランクは、互いに平
行に設けられた折曲線を介して連接された前記４つの側面板と、前記４つの側面板の連接
方向の一端に前記折曲線に平行な折曲線を介して延設された接続片とを有し、前記筒体は
、前記ブランクを前記折曲線において折り曲げるとともに前記接続片を前記４つの側面板
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の連接方向の他端の前記側面板に接着し、前記ブランクを立体的に立ち上げることにより
構成され、少なくとも何れかの前記側面板の面内に情報表示片となる略矩形状の領域が設
けられ、前記領域の第１の辺は、当該領域が設けられている前記側面板の前記折曲線の近
傍に当該折曲線に沿って設けられ、前記第１の辺に相当する部分に当該第１の辺に沿って
第１の破断線が形成され、前記領域の、前記第１の辺に対向する第２の辺に相当する部分
に当該第２の辺に沿って第２の破断線が形成され、前記領域の裏面側に、前記第１の辺の
近傍に当該第１の辺に沿って第１の切り込み線が、前記第２の辺の近傍に当該第２の辺に
沿って第２の切り込み線が、夫々形成され、前記第１の切り込み線及び前記第２の切り込
み線は、いずれも前記ブランクの厚みの一部を残して切り込まれ、前記領域の、前記第１
の辺又は前記第２の辺と垂直な他の２辺に相当する部分に、当該他の２辺の夫々に沿って
破断線が形成されていることとする。
【０００８】
　このように、本発明の包装箱においては、側面板の面内に情報表示片となる略矩形状の
領域を設け、上記領域の第１の辺に相当する部分に当該第１の辺に沿って第１の破断線を
形成し、第１の辺に対向する第２の辺に相当する部分に当該第２の辺に沿って第２の破断
線を形成し、当該側面板の裏面側に、第１の辺の近傍に当該第１の辺に沿って第１の切り
込み線を、第２の辺の近傍に当該第２の辺に沿って第２の切り込み線を、夫々前記ブラン
クの厚みの一部を残して（例えば、ハーフカット線として）形成しているので、ユーザが
上記領域の第１の辺又は第２の辺と垂直な他の一辺の近傍を摘まんで上記領域を捲り上げ
るようにすることで、情報表示片を側面板から容易かつ綺麗に切り離すことができる。
【０００９】
　より詳細には、上記２つの切り込み線は、ユーザが上記領域を捲り上げるようにした際
、ブランクに層間剥離を誘起させるように作用する。このため、上記２つの破断線は、い
ずれもブランクの厚みの一部を残して切り離され、それによりユーザが上記領域を上記破
断線に沿って側面板から切り離す際に必要とされる力が緩和され、ユーザは情報表示片（
上記領域）を容易かつ綺麗に包装箱から切り離すことができる。
【００１０】
　尚、折曲線の近傍（折曲線上を含む）に第１の破断線を形成することにより包装箱の堅
牢性が低下するが、上記２つの切り込み線によって情報表示片（上記領域）の切り離しの
容易さが向上する分、第１の破断線の強度を高めることができ、包装箱の堅牢性を確保す
ることができる。
【００１１】
　本発明のうちの他の一つは、上記包装箱であって、前記領域が形成されている前記側面
板の面内に、前記領域の前記第１の辺又は前記第２の辺と垂直な他の一辺に隣接して、外
部から押圧することにより破断する破断部が形成されていることとする。
【００１２】
　ユーザは破断部を押圧して破断させて孔を開け、上記孔に指を差し込んで情報表示片と
なる領域の端を摘まんで捲り上げるようにすることで、情報表示片を容易に包装箱から切
り離すことができる。
【００１３】
　尚、前記第１の破断線は、例えば、ミシン目、前記ブランクの厚みの一部を残して切り
込んだ切り込み線、前記ブランクの厚みの一部を残して切り込んだつなぎ部分を有する切
り込み線、及びつなぎ部分を有する切り込み線、のうちのいずれかである。
【００１４】
　また前記第２の破断線は、例えば、ミシン目、前記ブランクの厚みの一部を残して切り
込んだ切り込み線、前記ブランクの厚みの一部を残して切り込んだつなぎ部分を有する切
り込み線、及びつなぎ部分を有する切り込み線、のうちのいずれかである。
【００１５】
　また前記領域の、前記第１の辺又は前記第２の辺と垂直な前記他の２辺に相当する部分
に形成される前記破断線は、ミシン目又はつなぎ部分を有する切り込み線である。
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【００１６】
　第１の破断線、第２の破断線、及び他の２辺に形成される破断線をこのような形態とす
ることで、包装箱に要求される強度を確保しつつ、情報表示片を容易かつ綺麗に包装箱か
ら切り離すことができる。
【００１７】
　その他、本願が開示する課題、及びその解決方法は、発明を実施するための形態の欄、
及び図面により明らかにされる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、堅牢性を備えるとともに情報表示片を容易かつ綺麗に切り離すことが
可能な包装箱を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】開封前の状態の包装箱１０を一方の端面側から眺めた斜視図である。
【図２】開封前の状態の包装箱１０を他方の端面側から眺めた斜視図である。
【図３】開封後の状態の包装箱１０を一方の端面側から眺めた斜視図である。
【図４】ブランク５を包装箱１０の表面側から眺めた図である。
【図５】ブランク５を包装箱１０の裏面側から眺めた図である。
【図６】包装箱１０の組み立てから廃棄までの流れを説明するフローチャートである。
【図７】包装箱１０から情報表示片７０を切り離す手順を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施の形態につき図面とともに説明する。尚、以下の説明において、同
一の又は近似する構成について同一の符号を付して重複した説明を省略することがある。
【００２１】
　図１及び図２は、いずれも本発明の一実施形態として説明する、全体略直方体状を呈す
る包装箱１０の開封前の状態（封緘（封函）状態）を示す斜視図である。図１は、包装箱
１０を一方の端面側から眺めた図であり、図２は、包装箱１０を他方の端面側から眺めた
図である。図３は、包装箱１０を上記一方の端面側から眺めた、開封後の包装箱１０の状
態を示す斜視図である。
【００２２】
　図４は、図１乃至図３に示した包装箱１０の形成片（以下、「ブランク５」とも称する
。）を、包装箱１０の表面側から眺めた図であり、図５は、ブランク５を包装箱１０の裏
面側から眺めた図である。ブランク５は、例えば、厚紙や板紙等のブランクシートを打ち
抜くことにより形成される。
【００２３】
　図４及び図５において、破線は山折線を、一点鎖線は谷折線を、点線は破断線を、実線
はブランク５の厚みの一部を残して切り込んだ（ブランク５を厚さ方向に所定深さまで切
り込んだ）切り込み線（例えば、ハーフカット線）を、夫々示す。破断線は、例えば、ミ
シン目、ブランク５の厚みの一部を残して切り込んだ切り込み線、ブランク５の厚みの一
部を残して切り込んだつなぎ部分を有する切り込み線、及びつなぎ部分を有する切り込み
線等である。尚、ブランク５に設けられる各破断線の態様は、包装箱１０に要求される強
度や後述する情報表示片７０の切り離しの容易さ等を考慮して適切に選択される。また後
述するように、ブランク５に設けられる破断線は、山折線としても機能することがある。
【００２４】
　図４に示すように、ブランク５は、夫々の長尺辺が互いに平行になるように連接された
４つの側面板（第１側面板１１、正面板１２、第２側面板１３、及び背面板１４）、上記
４つの側面板の連接方向の一端に延設された細幅な略矩形状の接続片１７（グルーフラッ
プ）、背面板１４の上記連接方向に対して直角方向の一方の短尺辺に延設された第１端面
板１５（天面板）、背面板１４の上記連接方向に対して直角方向の他方の短尺辺に延設さ
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れた、略三角形状の第２端面板１６（底面板）の構成片１６ａ、及び正面板１２の上記連
接方向に対して直角方向の上記構成片１６ａと同じ側の短尺辺に延設された、略三角形状
の第２端面板１６（底面板）の構成片１６ｂを有する。
【００２５】
　第１側面板１１、正面板１２、第２側面板１３、背面板１４、及び接続片１７は、夫々
の長尺辺を境界としてこの順に連接され、これらによって包装箱１０の内容物が収納され
る角筒状の筒体が形成される。上記筒体の形成に際し、接続片１７は、その表面側に接着
剤（ホットメルト等）を塗布して第１側面板１１の裏面側に接着される。
【００２６】
　正面板１２と背面板１４は同形状（略長方形状）であり、これらは前述した筒体におい
て対面する一対の側面を構成する。また第１側面板１１と第２側面板１３は同形状（略長
方形状）であり、これらは前述した筒体において対面する一対の側面を構成する。第１端
面板１５は、前述した筒体の一方の端面を塞ぐように設けられる。また第２端面板１６の
構成片１６ａ，１６ｂは、前述した筒体の他方の端面を塞ぐように設けられる。尚、図４
に示すように、この例では、正面板１２（又は背面板１４）の面積が第１側面板１１（又
は第２側面板１３）の面積と等しくなっているが、正面板１２（又は背面板１４）の面積
と第１側面板１１（又は第２側面板１３）の面積は異なっていてもよい。また各側面板の
長尺辺と短尺辺の関係（いずれの辺を長尺辺又は短尺辺とするか）についても同図に示す
態様に限られない。
【００２７】
　図４に示すように、第１側面板１１と正面板１２との境界には山折線３１が、正面板１
２と第２側面板１３との境界には山折線３２が、夫々形成されている。また第２側面板１
３と背面板１４との境界には山折線４１が、背面板１４と接続片１７との境界には山折線
４２が、夫々形成されている。山折線３１、山折線３２、山折線４１、及び山折線４２は
いずれも互いに平行である。
【００２８】
　図４に示すように、第１側面板１１の、前述した筒体が形成された状態で第１端面板１
５が存在する側には、山折線６１を介して略矩形状のフラップ１１１が、また第１側面板
１１の、前述した筒体が形成された状態で第２端面板１６の構成片１６ａ，１６ｂが存在
する側には、山折線６２を介して略三角形状のフラップ１１２が、夫々延設されている。
また第２側面板１３の、前述した筒体が形成された状態で第１端面板１５が存在する側に
は、山折線６３を介して略矩形状のフラップ１３１が、また第２側面板１３の、前述した
筒体が形成された状態で第２端面板１６の構成片１６ａ，１６ｂが存在する側には、山折
線６４を介して略三角形状のフラップ１３２が、夫々延設されている。
【００２９】
　背面板１４と第１端面板１５との境界には、山折線３５が形成されている。また第１端
面板１５の、背面板１４が連接する側と対向する側には、山折線３６を介してタック１５
１が延設されている。背面板１４と第２端面板１６の構成片１６ａとの境界には、山折線
３７が形成されている。正面板１２と第２端面板１６の構成片１６ｂとの境界には、山折
線３８が形成されている。
【００３０】
　同図に示すように、第２端面板１６の構成片１６ａの斜辺にはタブ１６１ａが、第２端
面板１６の構成片１６ｂの斜辺にはタブ１６１ｂが、夫々延設されている。前述した筒体
が形成された状態において、第２端面板１６の構成片１６ａ，１６ｂ、フラップ１１２、
及びフラップ１３２を、夫々、山折線３７、山折線３８、山折線６２、及び山折線６４で
折り曲げて組み合わせることにより、前述した筒体の底面が構成される。
【００３１】
　同図に示すように、表面板１２の、前述した筒体が形成された状態で第１端面板１５が
存在する側の辺の中央付近には、外力が印加されることにより破断する、破断線１２５で
囲まれた破断部１２６が形成されている。破断部１２６は、例えば、包装箱１０の開封に
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際しユーザが指を押し当てることにより破断し、包装箱１０の開封に際し第１端面板１５
を開ける際のユーザの負荷を軽減する。
【００３２】
＜情報表示片＞
　第２側面板１３の面内には、情報表示片７０となる略矩形状の領域が設けられている。
情報表示片７０の表面側には、包装箱１０の内容物等に関する情報が印字もしくは印刷さ
れる。包装箱１０が、例えば、医薬品の収納容器として用いられる場合、情報表示片７０
の表面には、例えば、医薬品の名称、種別、有効期限（使用期限）、製造番号、ロット番
号、コード等の情報が記載される。
【００３３】
　上記領域の第１の辺７１は、山折線４１の近傍に当該山折線４１に沿って設けられてい
る。このように第１の辺７１を山折線４１の近傍に設けているのは、印字装置を用いて情
報表示片７０に印字を行う際の制約（印字装置の印字可能範囲に基づく制約）を満たす必
要があるからである。第１の辺７１と山折線４１との間隔は、包装箱１０に必要とされる
強度が確保されるように選択もしくは設定される。本例では、第１の辺７１は山折線４１
上に設けられている。第１の辺７１に相当する部分には第１の破断線が形成されている。
第１の破断線は、例えば、ミシン目、ブランク５の厚みの一部を残して切り込んだ切り込
み線、ブランク５の厚みの一部を残して切り込んだつなぎ部分を有する切り込み線、つな
ぎ部分を有する切り込み線等である。
【００３４】
　上記領域の、第１の辺７１に対向する第２の辺７２は、山折線３２の近傍に当該山折線
３２に沿って設けられている。第２の辺７２と山折線３２との間隔は、包装箱１０に必要
とされる強度が確保されるように選択もしくは設定される。第２の辺７２に相当する部分
には第２の破断線が形成されている。第２の破断線は、例えば、ミシン目、ブランク５の
厚みの一部を残して切り込んだ切り込み線、ブランク５の厚みの一部を残して切り込んだ
つなぎ部分を有する切り込み線、つなぎ部分を有する切り込み線等である。
【００３５】
　上記領域の、第１の辺７１及び第２の辺７２と垂直な、他の二辺（以下、夫々、第３の
辺７３、第４の辺７４と称する。）となる部分には、夫々、第３の破断線及び第４の破断
線が形成されている。第３破断線及び第４の破断線は、例えば、ミシン目又はつなぎ部分
を有する切り込み線である。
【００３６】
　第２側面板１３の、上記領域の第３の辺７３に隣接する部分には、ユーザが外部から指
で押圧することにより破断する、略半円状の破断部８０が形成されている。破断部８０の
周囲には、破断線８１が形成されている。破断部８０を破断させることにより形成される
孔は、ユーザが情報表示片７０を第２側面板１３から切り離そうとする際に指掛け孔とし
て機能する。尚、破断線８１の一部には破断部８０の脱落を防ぐための所定長さのつなぎ
部分が設けられている。
【００３７】
　図５に示すように、上記領域の裏面側には、第１の辺７１の近傍に当該第１の辺７１に
沿って伸びる第１の切り込み線９１と、第２の辺７２の近傍に当該第２の辺７２に沿って
伸びる第２の切り込み線９２とが形成されている。第１の切り込み線９１及び第２の切り
込み線９２は、例えば、ブランク５の厚みの一部を残して切り込んだ（ブランク５を厚さ
方向に所定深さまで切り込んだ）切り込み線（例えば、ハーフカット線）である。第１の
切り込み線９１の両端は、夫々第３の辺７３及び第４の辺７４に達している。また第２の
切り込み線９２の両端は、夫々第３の辺７３及び第４の辺７４に達している。第１の切り
込み線９１及び第２の切り込み線９２は、いずれもブランク５の厚みの一部を残して切り
込まれている。第１の切り込み線９１及び第２の切り込み線９２は、途中に１つ以上のつ
なぎ部分を有していてもよい。
【００３８】
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　尚、包装箱１０から切り離された情報表示片７０は、全体が一つの情報表示片７０を構
成する形態とすることもできるし、複数の情報表示片７０に分轄して用いられる形態とす
ることもできる。本実施形態の情報表示片７０は、その面内に第３の辺７３又は第４の辺
７４に平行に設けられた破断線７５において２つの小片に分轄することができる。
【００３９】
＜包装箱の製造から廃棄までの流れ＞
　続いて、図６に示すフローチャートとともに、包装箱１０の製造から廃棄（組み立て→
箱詰め→封緘（封函）→開封→再封→解体→廃棄）までの流れについて説明する。
【００４０】
　包装箱１０の組み立てに際しては、まずカートニングマシン（製函機）等を用い、ブラ
ンク５の４つの側面板（第１側面板１１、正面板１２、第２側面板１３、及び背面板１４
）と接続片１７とを、山折線３１、山折線３２、山折線４１、及び山折線４２に沿って折
り曲げる（Ｓ６１１）。
【００４１】
　続いて、接続片１７の表面に接着剤（ホットメルト等）を塗布し、接続片１７の表面を
第１側面板１１の裏面に接着する（Ｓ６１２）。尚、例えば、包装箱１０の製造業者は、
輸送（運送）効率のよいこの状態で包装箱１０を内容物の製造業者に引き渡す。
【００４２】
　続いて、カートニングマシン（製函機）等を用いてブランク５を立体的に立ち上げるこ
とにより、前述した筒体を形成する（Ｓ６１３）。
【００４３】
　続いて、筒体に包装箱１０の内容物を箱詰めし（Ｓ６１４）、包装箱１０を封緘（封函
）する（Ｓ６１５）。
【００４４】
　その後、包装箱１０は、流通経路等を経てユーザの手にわたる。ユーザは、開封作業を
行って内容物を取り出し（Ｓ６１６）、情報表示片７０を包装箱１０から切り離す（Ｓ６
１７）。その後、包装箱１０は解体され（Ｓ６１８）、廃棄される（Ｓ６１９）。
【００４５】
＜情報表示片の切り離し手順＞
　続いて、情報表示片７０の切り離し手順について具体的に説明する。
【００４６】
　まず図７に示すように、ユーザは破断部８０を指で押し込んで破断させて孔を開け、上
記孔に指を差し込んで情報表示片７０の第３の辺７３の近傍を指で摘まんで情報表示片７
０を捲り上げるようにする。これにより情報表示片７０が第２側面板１３から切り離され
る。尚、前述したように、２つの切り込み線（第１の切り込み線９１及び第２の切り込み
線９２）は、いずれもブランク５の厚みの一部を残して切り込まれており、上記２つの切
り込み線９１，９２は、ユーザが情報表示片７０を捲り上げた際、当該情報表示片７０に
層間剥離を誘起させるように作用する。具体的には、上記捲り上げによって、情報表示片
７０の、第１の辺７１（第１の破断線）と第１の切り込み線９１とで囲まれた矩形領域７
１１、及び第２の辺７２（第２の破断線）と第２の切り込み線９２とで囲まれた矩形領域
７１２に、夫々、層間剥離が生じる。これにより第１の破断線及び第２の破断線は、ブラ
ンク５の厚みの一部を残して切り離され、それによりユーザが情報表示片７０を第２側面
板１３から切り離す際に必要とされる力が緩和され、ユーザは手を痛めることなく容易か
つ綺麗に情報表示片７０を包装箱１０から切り離すことができる。
【００４７】
　尚、第１の辺７１の近傍に第１の破断線を形成することにより包装箱１０の堅牢性は低
下するが、上記２つの切り込み線によって情報表示片７０の切り離しの容易さが向上する
分、第１の破断線の強度を高めることができ、包装箱１０の堅牢性を確保することができ
る。
【００４８】
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　以上に説明したように、本実施形態の包装箱１０にあっては、第２側面板１３の面内に
情報表示片７０となる略矩形状の領域を設け、上記領域の第１の辺７１に相当する部分に
当該第１の辺７１に沿って第１の破断線を形成し、第１の辺７１に対向する第２の辺７２
に相当する部分に第２の辺７２に沿って第２の破断線を形成し、第２側面板１３の裏面側
に、第１の辺７１の近傍に第１の辺７１に沿って第１の切り込み線９１を、第２の辺７２
の近傍に第２の辺７２に沿って第２の切り込み線９２を、夫々ブランク５の厚みの一部を
残して（例えば、ハーフカット線として）形成しているので、ユーザが上記領域の第１の
辺７１又は第２の辺７２と垂直な他の一辺の近傍を摘まんで上記領域を捲り上げるように
することで、情報表示片７０（上記領域）を包装箱１０から容易かつ綺麗に切り離すこと
ができる。
【００４９】
　ところで、以上の説明は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定
するものではない。本発明は、その趣旨を逸脱することなく、変更、改良され得ると共に
、本発明にはその等価物が含まれる。
【００５０】
　例えば、包装箱１０の端面板の構成は以上に説明した構成に限られない。例えば、第２
端面板１６（底面板）は、第１端面板１５（天面板）と同様の構成であってもよい。
【００５１】
　また例えば、本発明の適用対象となる包装箱は、医薬品の収納容器として用いられるも
のに限定されない。
【符号の説明】
【００５２】
５　ブランク、１０　包装箱、１１　第１側面板、１１１，１１２　フラップ、１２　正
面板、１３　第２側面板、１３１，１３２　フラップ、１４　背面板、１５　第１端面板
、１５１　タック、１６　第２端面板、１６ａ，１６ｂ　第２端面板の構成片、１６１ａ
，１６１ｂ　タブ、１７　接続片、３１，３２　山折線、３５～３８　山折線、４１，４
２　破断線、６１～６４　山折線、７０　情報表示片、７１　第１の辺、７２　第２の辺
７３　第３の辺、７４　第４の辺、７５　破断線、８０　破断部、８１　破断線、７１１
　矩形領域、７１２　矩形領域
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